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記号の
 説 明

①
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
追
加
接
種
会
場
へ

　

の
送
迎
に
つ
い
て

②
「
隠
岐
の
島
町
地
域
防
災
計
画(

案)

」

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
に
つ

　

い
て

③
自
動
販
売
機
設
置
事
業
者
の
募
集
に

　

つ
い
て

④
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
臨

　

時
特
別
給
付
金
に
つ
い
て

⑤
「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
」
に
つ
い
て

⑥
自
然
観
察
会
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
に
つ

　

い
て

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
状
況
に

よ
り
、
内
容
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

①
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
追
加
接
種

会
場
へ
の
送
迎
に
つ
い
て

　

65
歳
以
上
の
方
の
追
加
ワ
ク
チ
ン

接
種
会
場
が
、
前
回
（
隠
岐
病
院
）

か
ら
隠
岐
の
島
町
役
場
に
変
更
に
な

り
ま
し
た
の
で
、
隠
岐
病
院
か
ら
隠

岐
の
島
町
役
場
ま
で
の
移
動
が
困
難

な
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
区
間
を
送

迎
車
で
無
料
送
迎
い
た
し
ま
す
。

　
隠
岐
病
院
着
の
バ
ス
を
降
り
ま
し

た
ら
駐
車
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー
に
行

き
先
を
「
隠
岐
の
島
町
役
場
ま
で
」

と
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　

駐
車
し
て
い
な
い
場
合
は
、
電
話

２‐

５
６
７
０
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
　
な
お
、
ご
自
宅
か
ら
隠
岐
病
院
ま

で
は
公
共
交
通
機
関
等
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▼
対
象
日

　

３
月
13
日
（
日
）
、
３
月
20
日

（
日
）
、
４
月
10
日
（
日
）

▼
運
航
区
間

　
隠
岐
病
院
か
ら
隠
岐
の
島
町
役
場

の
往
復

▼
運
航
時
間

　
隠
岐
病
院
発
着
の
バ
ス
に
あ
わ
せ

運
航
し
ま
す
。

　
役
場
保
健
福
祉
課　
健
康
係

　
２‐

８
５
６
２

②
「
隠
岐
の
島
町
地
域
防
災
計
画(

案)

」

　
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
に

　
つ
い
て

 

町
で
は
、
近
年
発
生
し
た
災
害
の
教

訓
や
国
の
災
害
対
策
基
本
法
な
ど
各

種
法
令
の
改
正
や
防
災
基
本
計
画
、

島
根
県
地
域
防
災
計
画
の
修
正
に
あ

わ
せ
て
、
隠
岐
の
島
町
地
域
防
災
計

画
の
修
正
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
度
、
隠
岐
の
島
町
地
域
防
災

計
画
（
案
）
を
公
表
し
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
い
た
し
ま
す
の

で
、
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

▼
募
集
期
間

　
令
和
４
年
２
月
10
日
（
木
）
〜

　
令
和
４
年
３
月
14
日
（
月
）
ま
で

▼
閲
覧
場
所

　
役
場
総
務
課 

危
機
管
理
室

　
各
支
所
・
出
張
所
窓
口

　
隠
岐
の
島
町
図
書
館

▼
提
出
方
法

　

持
参
、
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電

子
メ
ー
ル
で
受
付
い
た
し
ま
す
。

▼
提
出
様
式

　

閲
覧
場
所
に
て
配
布
又
は
役
場

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

▼
公
表

　
提
出
い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
対
す

る
町
の
見
解
に
つ
い
て
、
氏
名
な
ど

の
個
人
情
報
を
除
き
、
概
要
を
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
各
閲
覧
場
所
で
公
表
い

た
し
ま
す
。

　
な
お
、
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ

ん
。
　
役
場
総
務
課
危
機
管
理
室  　

　
２‐

２
１
１
１

③
自
動
販
売
機
設
置
事
業
者
の

募
集
に
つ
い
て

　
町
有
財
産
に
自
動
販
売
機
を
設
置

す
る
事
業
者
を
以
下
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

▼
設
置
対
象
施
設

　
隠
岐
の
島
町
図
書
館

（
１
か
所
・
１
台
）

▼
貸
付
期
間

　
令
和
４
年
４
月
１
日
〜

　
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で

▼
貸
付
料

　
提
案
歩
合
率
に
よ
る

　
令
和
４
年
３
月
３
日
（
木
）

　
午
後
５
時
15
分
ま
で

（
郵
送
の
場
合
も
同
日
必
着
）

　
必
要
書
類
を
左
記
へ
持
参
ま
た
は

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
用
紙
等

は
隠
岐
の
島
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
い
た
だ
く
か
、
隠
岐
の
島
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
隠
岐
の
島
町
教
育
委
員
会

　
社
会
教
育
課　
文
化
振
興
係

　
２‐

２
１
２
６

問℡ 締申 問℡

問℡
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記号の
 説 明

④
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に

対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金

に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
が
長
期
化
す
る
中
、
さ
ま
ざ
ま

な
困
難
に
直
面
し
た
方
々
が
、
速
や

か
に
生
活
・
暮
ら
し
の
支
援
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
「
住
民
税
非
課
税
世
帯

及
び
家
計
急
変
世
帯
」
に
対
し
、
１

世
帯
当
た
り
10
万
円
を
給
付
し
ま

す
。

▼
支
給
対
象
世
帯

①
「
住
民
税
非
課
税
世
帯
」

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
世
帯

・
令
和
３
年
12
月
10
日
時
点
で
隠
岐

の
島
町
に
住
民
票
が
あ
る
。

・
世
帯
全
員
の
令
和
３
年
度
分
の
住

民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
。

（
生
活
保
護
受
給
世
帯
を
含
む
）

※

世
帯
全
員
が
住
民
税
課
税
者
の
扶

養
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
給
付
対

象
外
で
す
。

②
「
家
計
急
変
世
帯
」

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
世
帯

・
申
請
時
点
で
隠
岐
の
島
町
に
住
民

票
が
あ
る

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
て
、
令
和
３
年
１
月
以

降
の
家
計
が
急
変
し
、
右
記
①
の
世

帯
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
世
帯
。

※

世
帯
全
員
が
住
民
税
課
税
者
の
扶

養
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
給
付
対

象
外
で
す
。

※

上
記
①
の
対
象
と
な
る
世
帯
は
除

き
ま
す
。

▼
受
給
権
者
（
申
請
者
）

　
本
給
付
金
の
受
給
権
者
は
、
支
給

対
象
世
帯
の
世
帯
主
と
な
り
ま
す
。

▼
給
付
金
の
額

　
対
象
と
な
る
１
世
帯
当
た
り
、
10

万
円
を
支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
本
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

世帯の区分 確認書等発送日 受付開始日 申請期限

住民税非課税世帯

家計急変世帯

２月下旬

２月下旬

５月下旬

９月３０日

２月下旬

―

【具体的な手続きの流れ】
①－１　住民税非課税世帯 （「確認書」 の対象者）

手続き

①支給対象になり得る世帯に、 町から 「確認書」 を送付

②「確認書」 の内容を確認し、 必要事項をご記入の上、 返信用封筒で返送する （返送期限 3 ヶ月以内）

　 「確認書」 の記載内容 （世帯主の氏名、 住所、 振込口座等） 及び世帯の課税状況について確認

③給付金の支給 （振込）　※「確認書」 を受理した日から 30 日以内を目安に支給します。 　

①－２　住民税非課税世帯 （令和 3 年 1 月 2 日以降の転入者が含まれる世帯）

手続き

①支給対象になり得る世帯に、 町から 「申請書」 を送付

②役場保健福祉課又は各支所に 「申請書」 等を提出

【添付書類】

　１） 申請者 （世帯主） の本人確認書類の写し

　２） 受取口座 （原則として申請者 （世帯主） 名義口座） を確認できる書類の写し

　３） 転入者全員分の 「令和３年度住民税非課税証明書」 の写し

③給付金の支給 （振込）　※「申請書」 を受理した日から 30 日以内を目安に支給します。

②　家計急変世帯

手続き

①「申請書」 を町ホームページ、 役場保健福祉課又は各支所で取得する

②役場保健福祉課又は各支所に 「申請書」 等を提出

【添付書類】

　１） 申請者 （世帯主） の本人確認書類の写し

　２） 受取口座 （原則として申請者 （世帯主） 名義口座） を確認できる書類の写し

　３） 収入 （所得） 見込額申立書

　４） 収入 （所得） 状況確認書類

③給付金の支給 （振込）　※「申請書」 を受理した日から 30 日以内を目安に支給します。



対所
￥

申
締

問時 内=日時 =場所 =対象・定員 =申し込み =内容 =問い合わせ
=締め切り=費用・参加費 出=出演・講師・指導 他=その他持=持ち物

記号の
 説 明

▼
「
家
計
急
変
世
帯
」
の
留
意
事
項

　

住
民
税
均
等
割
課
税
世
帯
の
う
ち
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

を
受
け
、
家
計
が
急
変
し
、
住
民
税
均

等
割
が
課
さ
れ
る
者
全
員
の
そ
れ
ぞ
れ

の
１
年
間
の
収
入
見
込
額
等
が
、
住
民

税
均
等
割
非
課
税
世
帯
と
な
る
水
準
以

下
と
な
る
世
帯
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
ら
な
い
減
収
は
、
本
給
付
金
の

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※

１
年
間
の
収
入
見
込
額
は
、
令
和
３

年
１
月
か
ら
令
和
４
年
９
月
ま
で
の
任

意
の
１
ヶ
月
の
収
入
を
12
倍
し
た
額
と

な
り
ま
す
。

※

非
課
税
相
当
収
入
限
度
額
は
、
下
表

の
と
お
り
で
す
。

▼
配
偶
者
や
そ
の
他
親
族
か
ら
の
暴
力

な
ど
を
理
由
に
避
難
し
て
い
る
方

　

Ｄ
Ｖ
等
を
理
由
に
住
民
票
を
移
さ
ず

に
本
町
に
避
難
さ
れ
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
、
避
難
さ
れ
て
い
る
世
帯
の
状

況
が
本
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
る
場

合
、
避
難
者
本
人
に
本
給
付
金
を
支
給

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
の
で
、
左
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　
役
場
保
健
福
祉
課　
地
域
福
祉
係

　
２‐

８
５
６
１

扶養している親族の状況
非課税相当
収入限度額

非課税相当
所得限度額

単身又は扶養親族がいな い場合 930, 000 380, 000

配偶者・ 扶養親族（ 1名） を 扶養し て いる 場合 1, 378, 000 828, 000

配偶者・ 扶養親族（ 2名） を 扶養し て いる 場合 1, 683, 999 1, 108, 000

配偶者・ 扶養親族（ 3名） を 扶養し て いる 場合 2, 099, 999 1, 388, 000

配偶者・ 扶養親族（ 4名） を 扶養し て いる 場合 2, 499, 999 1, 668, 000

障がい者、 未成年者、 寡婦、 ひと り 親の場合 2, 043, 999 1, 350, 000

℡問

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ はい

いいえ

いいえ はい

いいえ

はい

令和３年１２月１０日
に隠岐の島町に住民
票がある

令和３年１２月１０日に住民票
がある市町村で住民税非課税
世帯給付金等の対象となる可
能性あり。 令和３年１２月１０
日に住民票がある市町村にお
問い合せ下さい。

住民票に登録され
ている世帯全員が
令和３年度住民税
が非課税

はい

世帯全員が住民税
課 税 者 の 扶 養 と
なっている

住民税非課税世帯対
象となる可能性あり。
２月末に 「確認書」 を
送付する予定です。

支給対象外

はい

住民税非課税世帯対象外で、
現在住民票が隠岐の島町にある

問い合わせた結果

令和 3 年 1 月以降、
新型コロナの影響で
収入が減少した

世帯全員が住民
税課税者の扶養
となっている

任意の 1 ヶ月の世帯
全員それぞれの給
与 ・ 事業 ・ 不動産 ・
年金収入の合計を
12 倍した額が上記
基準表の範囲内

家計急変世帯対象
となる可能性あり。
※申請が必要

上記のそれぞれの
収入を所得になおし
た額が上記基準表
の範囲内

～支給要件確認フローチャート～

はいいいえ

【基準表】
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記号の
 説 明

⑤
「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
」

　
に
つ
い
て

　

隠
岐
保
健
所
で
「
こ
こ
ろ
の
健
康

相
談
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
精
神
科
医
師
が
、
ご
本
人
や
ご
家

族
、
支
援
者
の
方
々
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。

　

眠
れ
な
い
日
が
続
く
、
憂
う
つ
や

不
安
に
な
る
、
物
忘
れ
が
気
に
な
る

方
、
周
り
か
ら
見
て
お
酒
や
ギ
ャ
ン

ブ
ル
が
や
め
ら
れ
な
い
、
ひ
き
こ
も

る
よ
う
に
な
り
対
応
に
困
っ
て
い
る

な
ど
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。
医
療

受
診
に
悩
ん
で
い
る
方
も
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
、
タ
ブ
レ
ッ
ト

を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
相
談
内
容
の
秘

密
は
守
り
ま
す
。
ま
た
、
相
談
は
事

前
予
約
制
で
す
。

　
令
和
４
年
３
月
24
日(

木)

　
13
時
〜
17
時
ま
で

　
隠
岐
保
健
所

　
松
江
青
葉
病
院
の
精
神
科
医

　
隠
岐
保
健
所
保
健
師

　
令
和
４
年
３
月
10
日
（
木
）

　
隠
岐
保
健
所
地
域
健
康
推
進
課

　
２‐

９
７
１
２

時所℡ 出問締

⑥
自
然
観
察
会
イ
ベ
ン
ト
の

開
催
に
つ
い
て

　
大
山
隠
岐
国
立
公
園
隠
岐
管
理
官

事
務
所
で
は
「
隠
岐
の
夜
空　

撮
っ

て
み
よ
う
、
写
っ
て
み
よ
う
！
天
体

観
測×

星
空
撮
影
体
験
会
」
を
開
催

し
ま
す
。

　
星
に
詳
し
い
講
師
の
お
話
を
聞
き

な
が
ら
隠
岐
の
夜
の
自
然
を
楽
し
む

イ
ベ
ン
ト
で
す
。
希
望
さ
れ
る
方
に

は
初
歩
的
な
星
空
撮
影
の
レ
ク

チ
ャ
ー
を
お
こ
な
い
ま
す
。
星
空
撮

影
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
方
も
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
！

　

身
近
に
あ
っ
て
も
意
外
と
知
ら
な

い
隠
岐
の
魅
力
を
い
っ
し
ょ
に
再
発

見
し
ま
し
ょ
う
！

　
３
月
５
日(

土)
19
時
〜
20
時

※

雨
天
・
荒
天
の
場
合
、
翌
日
に
延
期

【
延
期
・
中
止
の
場
合
、
前
日
12
時

30
分
ま
で
に
判
断
し
参
加
者
に
連
絡

い
た
し
ま
す
。
】

　
塩
浜
海
水
浴
場

（
隠
岐
の
島
町
東
町
）

▼
集
合
場
所　

　
塩
浜
海
水
浴
場　
東
屋
周
辺

　

隠
岐
在
住
の
方
で
、
30
名
程
度

（
先
着
順
）

※

小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴

　

保
険
証(

コ
ピ
ー
可)

、
参
加
費
、

カ
メ
ラ(

任
意)

、
三
脚
（
任
意
）
、

双
眼
鏡
（
任
意
）
、
懐
中
電
灯
（
任

意
）

※

カ
メ
ラ
等
を
持
参
さ
れ
る
場
合
は

自
己
の
責
任
に
お
い
て
管
理
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
服
装

　

暖
か
く
動
き
や
す
い
服
装
（
要
防

寒
対
策
）
、
マ
ス
ク

　
24
円
（
保
険
代
）

　
事
前
申
込
制

※

問
合
わ
せ
先
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

　
３
月
２
日
（
水
）
ま
で

　
大
山
隠
岐
国
立
公
園

　
隠
岐
管
理
官
事
務
所

　
０
９
０‐

５
６
９
２‐

５
７
１
７

時所

￥申締℡ 問

持 対


